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別 紙 

第 13 回みんなで創る自治基本条例市民会議 

（平成 17 年 11 月 11 日） 

 

各班の意見内容 
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■ ホワイトボード板書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ 発表内容 

 
・ 前回のまとめと発表の内容を一応確認したが、今回のまとめとして

も全く同じ意見ということで、今回は意見の中身について項目別に

いろいろと検討した。 
・ 一番大事なのは、「役割」と「責務」をどういう位置付けにするか

というところで、これは今回非常に重要なテーマである。 
・ この「役割」はあくまでも市民である。市民については個人・団体

も含んだ市民がこの「役割」を担う。 
・ 行政、議会については、これをしなければならないという強制的な

部分もあり、その意味からして「行政の責務」と「議会の責務」と

して位置付けた。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市民について 
・ 市民の役割については、「まちづくりに参画」するということがあ

り、これは企画・実行・評価とあるが、最後の評価まであって本当

に参画をしたというようにもっていかなければならない。 
・ 「まちづくりに協力」については、自分から率先して協力体制を取

っていかなければならないということである。 
・ 「自分のまちを自分で良くする」気持ちを持つことが大事であり、

「住みやすいまちづくりの意識を持ち、まちづくりの主体となる」

というこの 2 つが市民の役割の中で基本だと考えている。これがひ

とつの大きなポイントである。 
・ 「自らの発言と行動に責任を持つ」については、市民の「役割」だ

けではなく、この部分は「責任」も当然伴うということである。と 
 

 
まちづくりの主体の役割と責務 

市民の役割                 行政の責務               議会の責務 
 

・ まちづくりに参画（企画、実行、評価）      ・ 自らの発言と行動に責任を持つ       ・ 自らの発言と行動に責任を持つ 
・ まちづくりに協力                      （説明責任を含む） 
・ 自分のまちを自分で良くする気持ちを持つ     ・ 市民の声を組織として受けとめ       ・ 市民の声を公平に受けとめ 
・ 住みやすいまちづくり意識を持ち、                 市政に反映させる              市政に反映させる 

まちづくりの主体となる             ・ 効率的、公平な（大・小問わず） 
・ 自らの発言と行動に責任を持つ                   行政運営          ・ 市政を監視し、市民に知らせる 
・ 市民は行政と議会の監視               ・ 市民に開かれた行政            ・ 議員は市の発展と未来の展望を… 
                               市制モニター・市民の声ポストなど       ・ 市民に開かれた議会 
                                                      議会だよりなど 

                                  どうなっていれば「開かれている」のか？ 

                                             職員・議員の資質が大切 → ・身近な存在に 

                                                           ・市民の中の行政・市民の中の議会 

１班 

成果が見える

市民に見える

どう考えている

のかを聞く機会 
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かく自らの発言、行動ということになってくると、自分のエゴなど

がどうしても前に出てしまい、文句を言ってしまうということもあ

る。「役割」の中では「責任」を持たなくてはならず、これが「責

務」ということにもなってくる。 
・ 「市民は行政と議会を監視」しなければならない。我々が選んだ議

会議員であり、行政はひとつの指針を出すところでもある。市民は

そこのところをしっかり監視をしていかなくてはならない。 
 
行政・議会について 
・ 行政の責務については、「自らの発言と行動に責任を持つ」ことで

あり、説明責任も当然含むが、責任を持って行動してほしい。 
・ 「市民の声を組織として受け止め、市政に反映させる」ことであり、

これは成果が見えるように、あるいは市民の皆さんに見えるように

組織として受け止めていかなければならないということである。 
・ 効率的、公平な、大小問わない、大きい問題であろうが、小さい意

見であろうが、そういう「大小問わず公平な形で行政を運営」して

いかなければならない。差別をつけてはいけない。 
・ 「市民に開かれた行政」について、この部分では非常にいろいろと

議論が出てきた。これと議会の責務も絡んで、「市民に開かれた議

会」ということで出ている。「市民に開かれた行政」については、

市政モニターについていろいろな意見が出てきた。今、13 区を含め

て 40 名の市政モニターがいるが、横のつながりではなく、モニタ

ーはあくまでも個人であり、個人からの意見に対して行政が回答す

るシステムであるが、もう少しそれを行政や議会に反映できるよう

なシステムが他にないかというのが、今後の課題になってきている。

市民の声のアンケートでも「市民に開かれた行政」ということにつ

いては意見は個人からいくらでも聞くことができ、あるいは議会は

ホームページや議会だよりで市民に公開しているが、ではどうなっ

ていれば「市民に開かれた行政」なのかということが問題になって

きている。 
 

 
 
・ 「職員、議員の資質」が大事である。市民が市役所や総合事務所に

行っても、恥ずかしがったり遠慮したりしてなかなか職員や議員に

意見を述べたり考えを聞いたりしにくいという部分もあるが、その

温度差を縮めていかなくてはならないのではないか。 
・ 議会の責務については、「自らの発言と行動に責任を持つ」という

ことでは、我々が選んだ議員であり、利害関係というものを持って

はいけないということで、自分の発言と行動には責任を持ってもら

うということが責務ではないか。 
・ 「市民の声を公平に受けとめ、市政に反映させる」ということでは、

市民の声は当然公平に受け止めなければならず、それを市政に反映

させるのが議員の責務である。 
・ 「市政を監視し、市民に知らせる」ことも責務である。 
・ 「議員は市の発展と未来の展望を」抱いてほしい。どう考えている

のかを聞く機会を持たなければならない。 
・ 「市民に開かれた議会」については、先程説明したとおりである。 
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■ ホワイトボード板書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 発表内容 

 
・ まず役割と責務ということで、２班としては特に分けないというこ

とである。というのは、これをしなければならないとか、そういう

言葉にすれば責務になるわけで、あえて分ける必要はないだろうと

いうことである。それと前回の話の中から、わかりやすい行政とは

何か。あるいは情報の提供とはどういうものか。例えば、予算書を

出せばそれで情報の提供は足りるのかというようなことを話し合

いながら、まとめに入った。 
 
市民について 
・ まず市民であるが、これは前回もまとめていたが、考える、声を挙

げる、参加する。できれば行動する。これが市民の役割であり、ま

た責務ではないかということである。 
・ 決められたルールは守る。これはやはり社会生活をしていく上で規

則、決められたことはきちんと守らなくてはならない。例えば市の

決めたこともあるだろうし、地域のコミュニティの中で決めたこと 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

もあるだろうが、そういったことはきちんと守らなければならない 
ということである。 

・ 市民同士お互いに思いやる。これついては市民の中にもいろいろの

各層がある。男女があり、体の不自由な方があり、あるいは子供が

ありということで、そのことでお互いに思いやる気持ちを持ち合わ

せなければならないということである。 
 
行政について 
・ 市民が求める情報をわかりやすく、迅速に提供するということであ

る。情報は出せばいいものではないし、ただ情報というものはある

程度自分で求めたりするものだけれども、やはり求める情報をわか

りやすく、迅速に、タイムリーに出すということが大切ではないか。 
・ それから市民にわかりやすい仕事を公平に行うということ。行政は 

政策集団であるので、言葉の面でもなかなか我々が理解しにくい表

現で仕事を進めているが、それをわかりやすい言葉で、あるいは表 

２班 

 
まちづくりの主体の役割と責務 

              同じ 

パートナー         市民         パートナー 
                         ・考える、声をあげる、参加する 

行政                     できれば行動する            市議会 
・市民が求める情報を               ・決められたルールは守る         ・市民の代表として創造的・建設的な 

わかりやすく迅速に提供する     ・市民同士、お互いに思いやる                  政策を立案する 
・市民にわかりやすい仕事を公平に行う                           ・行政の仕事をチェックする 
・現場を見て仕事を進める                                 ・市民の声、考えに耳を傾け 
                                                    市民と行政の橋渡しになる 
 
                              パートナー 
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現や形で仕事を公平に行うということが行政の役割であり、責務で

あるということである。 
・ 現場を見て仕事を進める。これは非常に大事だと思う。やはり現場

を見るということは、ひとつには地域の皆さんと顔を合わせる、対

面してお話をするということにもつながり、行政はぜひ現場を見て

仕事を進めてほしいということである。 
 
議会について 
・ 市民の代表として総合的、建設的な政策を立案する。これは非常に

議員の皆さんにはプレッシャーになると思うが、やはり将来を考え

た場合には、従来のように対立的な関係で議会を進めるのではなく、

一歩前へ話を進めるというような意味で総合的、建設的な政策を立

案する。それがやはり市民の幸せにつながっていくことになると思

う。 
・ 行政の仕事をきちんとチェックするということ。これは議会の大事

な仕事でもある。 
・ 市民の声、考えに耳を傾け、市民と行政の橋渡しをする。これもや

はり議員が現場に出なければできないことであり、そうした姿勢で

市民の言うこと、考えを聞いて、そして行政に橋渡しをする、ある

いは議会の場でそれを表現するということである。 
・ 最後に、市民、行政、市議会を線で結んであるが、これはどういう

ことかというと、市民同士お互いに思いやるということで、言って

みれば市民はそういう思いやりの気持ちを持って、行政とも対峙す

るし、また議会とも対峙する。そのことによってお互いにパートナ

ーシップが生まれて、まちづくりというか、そういったものが上手

くできるのではないかということで、この「思いやり」という言葉

からこういうふうに線で結んでみた。 
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■ ポストイット内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
参加する   参画する  協力する  市民の義務と権利  協働の担い手   自己責任           しっかり稼ぐ 
意見を述べる       実践する                      自己負担 
                              ・振興会       ちゃんと税金を（適正な）払う 
・地域の活動に参加する→ ・計画･立案に参画する       ・まちづくり協議会 他人に迷惑をかけない 
・審議会等に参加する                     ・NPO（本来の…）   
                               ・町内会基本単位 

◎参加・参画の工夫（方法・意識・啓蒙）            任意団体  強制力 
  参加が参加を生む                           募金、配付物、ゴミ 
  地域を主体とした活動                   地縁・団体（法人化） 
  交流場…工夫（規模…）                      ルール化 
  事業の評価                            育成・助成 

 
市民の受け皿           経営責任        情報公開        市民の生命、財産を守る   縦割行政の弊害

市民と一体となってまちづくり   ・長期的視野で行政運営 ・積極的に開示     安全･安心          専門家が必要 
「協働」の意識を持つ                   ・情報の共有      ・防災 
平等のサービス                                   ・防犯 
行政はすべての人に平等なサービスを            「個人情報と情報開示」 「自主防災と個人情報」 

                                     責務…守秘義務 

 
市民の代表者               行政の監視                   政策能力 
市民と行政の橋渡し            審査能力                    提案力 
要望・意見の集約             市民に代わって行政の監視            立案・提言（積極的に） 
                      計画されたことの進捗と結果、成果 

・動く、視る、聞く、考える                        ☆議員に望む事 

                  「仕事と議員の仕事」 

                  市民の役割：質のいい議員を出す 

市 

民 

行 

政

議 

会 

３班 

非常勤特別職 
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■ 発表内容 

 
・ ３班は前回、結論を出してしまったので、今回はひとつずつの内容

について議論を深めていくことにした。 
 
市民について 
・ まちづくりの担い手として特に重要だと思われる町内会の位置付

けについて話し合った。町内会は重要な基本単位であるにも関わら

ず、任意団体である。それゆえいろいろな問題が出てきているので、

この条例の中で一定のルール化をしてもらいたい、という意見が出

た。 
 
行政について 
・ 行政のところでも引き続き町内会についての議論が盛り上がって

いたので、町内会への行政からの情報公開について話し合った。最

近は個人情報保護ということで、町内会にはなかなか個人情報を開

示できないと言っておきながら、自主防災の際には町内会を頼ると

いうような矛盾が出てくるので、この条例の中でそういう矛盾を正

すことができたらよい、という意見が出た。 
・ しかし一方では、旧 13 町村では町内会長は非常勤特別職として守

秘義務を負っていた町村もあったように、開示には守秘義務が責務

として伴うことを考え合わせていくことも忘れてはならない、とい

う意見も出た。 
 
議会について 
・ 前回話し合ったときも、我々の班では議員の個人の資質を問う意見

が多かったので、この条例には議員に望むことを盛り込んでもよい

のではないか、という意見が出た。 
・ また市民の役割として、質の高い議員を送り出す努力をすることが

必要だという意見にまとまった。 
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■ ホワイトボード板書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 発表内容 

 

・ 私たちは最初に役割と責務の意味を教えていただいた。役割はまず

役目をそれぞれの人に割り当てること、また割り当てられた役目。

責務は自分の責任として果たさなければならない事柄、努めだそう

である。これを頭に入れて目指すものは何なのかを考えながら、自

治条例を決めていこうということになった。 
 
・ 市民に責務を当てはめるのはどうか、もっと柔らかい言葉でいいの

ではという意見もあったが、市民参画である点からも行政と議会と

市民もイコールで、三者同じ立場の責務でよいということでまとま

った。 
・ 行政、議会の提案に市民の皆さんからできるだけ多く関わってもら

いたい。 
・ 市民の代表がやっていることには、個人が関わった、関わらなかっ

たに関係なく、全員が協力し責任を持つ必要があるのではないか。 
・ 市民やＮＰＯでできることは自分たちで行う。行政にお願いするべ

きことはお願いするというふうに分担するのでも良いのではない 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

かという意見もあった。 
・ 市議会はまちづくり条例に必要か、市民と行政だけでよいのではな

いかという意見もあったが、まちづくりにどのように議会を巻き込

んでいくのかを考える必要があるのではないかという意見が出た。 
・ 議会の役割として、行政は市民の声をよく聞いているか、そして議

会を通った案を実行しているかをチェックすることである。行政の

中には市長も含まれるということで、市民の責務として良い議員、

また市長を選ぶことである。 
・ 市民も情報を与えられるだけでなく、自分から必要な情報を得る必

要がある。市民の信頼を得るためには財政状態などを含めた情報公

開が必要である。それを行政の適正配分、市民の適正負担というこ

とでまとめた。 
 

 

 

 

 

４班 

 
市民               行政                議会 

役割＝責務               役割＝責務 
自分たちのまちは自分たちでつくる      情報を収集する、提供する      行政が市民の声をきちんと聞いているか 

                                            行政が市民の要望にこたえているか 
           役割                                          チェックする 
  責務                     責務 

議会議員・市長をしっかり選ぶ         説明責任 
発言に責任を持つ               適正配分 
適正負担                       
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■ ５班 ホワイトボード板書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 発表内容 

 

・ ビリから 2 番目の出席率ということで、非常に集約できるのかどう

かというところで始まったが、今回は非常に人数が集まり、闊達な

意見が交わされたと思う。 
・ 資料に添付されている意見を整理したものを、また整理したという

のが今回の活動であった。より完結にということをモットーに、市

民、行政、市議会の 3 つの中で、特に今回加筆されたところを発表

する。 
 
市民について 
・ まず市民のところを見ると、我が班は企業というものに着目してい

るというのが特徴と思う。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行政について 
・ 行政のところで今回加筆されたところは、行政にも経営責任はある

のだというところ。 
・ スピーディーに行政運営、また行政の対応をして欲しいという話も

出た。 
 
議会について 
・ 最後に市議会のところであるが、もっと市民の意見を聞いてくれ、

集約してくれ。これは前回も出たけれども、特に今回ここで議論に

なったところである。 
・ また議員活動と議会活動、ここをどういう線引きするかということ

でも意見が出た。前回までを見ると、一文になっているところがあ

るので、もうちょっとわかりやすく、我々の意見を集約しようとい

うことで、それを箇条書きにしたというのが今回の議論であった。 

５班 

 
市民                   行政                市議会 

・まちづくりの主体であることを自覚する     ・市民にわかりやすい情報提供、情報公開をする    
・まちづくりに積極的に参加する         ・まちづくりに参加できる機会や手段を提供する    

→ルールを守り、行動、発言に責任を持つ   ・まちづくりの担い手が能力を発揮できる 
・行政、市議会に対しチェックし評価する                   環境や体制を作る  ・選挙における地域との約束 
・コミュニティの形成に努める          ・経営責任                   ・請願における議員紹介 
・企業・団体もまちづくりの一員として協力する   （財源の確保と公平な予算の執行）       ・地域懇談会、報告会 
                        ・スピーディーな行政運営、対応          （市民に身近な議会） 
                                                住民の声を伝える→結果を住民に伝える 
                                                ・議員提案         説明責任 
                                                ・市民の意見を聞き集約する 
                                                ・議員活動と議会活動を区別 

全市的な活動を基本とする 
地域に根ざした活動との関係・バランス
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■ ホワイトボード板書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 発表内容 

 

・ 市民、行政、議会ということでテーマを与えられたけれども、いず

れにせよ市民であって、行政であって、議会である。これは立場の

差であって、市民にとってはみんな同じである。立場上そうなって

いるだけということからみて議論しているわけであるから、市民に

は変わりないという認識である。 
・ 役割と責務というのは、表裏一体のものであって、あえて分割して

考えて、なかなか難しいところがあったものであるから、これを具

体的に分割して提言したところはない。 
・ 市民と行政、議会の立場であるから、市民がレベルアップすれば、

こういうものが必然的にレベルアップしてくる。やはり皆さんが市

民の一員として個々にレベルアップしていくことによって、非常に

いい上越市ができていくというようなことに結論付けられるので

はないかと思う。 
・ 女性の井戸端会議。これは非常に社会を生かしているのではないか。

情報が右から左へきちんと伝達機能をなしているというようなこ

とも話し合った。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・ それから昔で言うと「おせっかいおばさん」、結婚をさせてあげた

いというような口利き。そういう方がいることによって非常に世の

中がうまく動いていたのだけれども、今は何か他人任せというか、

「私知らないわ、勝手にやってよ」という形の場合が多いので、私

達もそういうところに気をつけながら、地域運営をした方がいいの

ではないかという結論であった。 

６班 

 
・市民の意識が変われば                役割と責務は           ・人間関係づくりも含めたまちづくりが大切 
        議会も                   分けるとよく似ている 
        行政も                   市民  行政  議会 
・住民参加といっても行政のシナリオは決っている… 
・まず市民が参加すること！                        立場を分けても全部市民 

関心を持つ                     市民のレベルアップ 
・女性は井戸端会議で         反面 

地域との関わりをもっている        自分で地域との関わりを線引きしている（プライバシー） 
  おせっかいおばさんがいなくなった  地域行事を運営する母体もなくなってきている 

変わる！ 


